
平成２７年度第２回国民健康保険運営協議会議事録 

１ 招集年月日 平成２８年１月１８日（月）

２ 開 催 日 時 平成２８年２月１０日（水）１４：００～１６：００

３ 出席者氏名 

（１） 運営協議会委員

ア 被保険者代表委員 （７名）

      武内幸子、丹波地憲子、永津てるみ、長尾由起子、鷹木澄子、岩下幸夫、

棚次奎介

イ 医療機関代表委員 （５名）

      穴井堅能、吉岡眞一、佐伯和道、松田亨、原田圭子

ウ 公益代表委員 （６名）

      後藤尚久、原賀美紀、小田日出子、山村加代子、上田曜子、境目操

エ 被用者保険代表委員 （１名）

      吉田伸一                       以上１９名

（２） 事務局職員

保健医療部長 村地史朗

保険年金課長 末若 明

健康推進課長 河端隆一 

  他保険年金課、健康推進課職員

４ 一般傍聴者 ５名

  報道関係  なし



◆審議内容（要旨） 

議題１ 会長・副会長の選出について 

〈委員改選に伴い、規則に基づき公益委員のうちから会長・副会長の選挙を行った。〉

 ○会 長・・・・・北九州市立大学教授 後藤 尚久

 ○副会長・・・・・西南女学院大学教授 小田 日出子

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････・

議題２ 平成２８年度 国民健康保険事業の運営について 

【保険給付費の増について】

委 員 被保険者数の見込について、平成 28 年度は▲2.6％となっているが、これは 75 歳

で後期高齢者に移行する数を見込んで算出しているのか。

事務局 被保険者数は、過去の伸び率及び今年度の実績を勘案し算出している。

委 員 保険給付費が＋6.5％と急激に伸びている理由を説明してもらいたい。

事務局 悪性新生物にかかる医療費が伸びていること、Ｃ型肝炎の高額な新薬が出たこと、

高額療養費の制度改正が主な要因と考えている。

委 員 Ｃ型肝炎の高額な新薬が発売されたとのことだが、それについても自己負担はや

はり 3 割なのか。

事務局 保険適用となっているため、自己負担は 3 割である。公費の助成があり、所得に

応じて、1～2 万円の自己負担となる。

委 員 公費はどこが負担しているのか。

事務局 事業の主体は県である。市町村を通じて申請を受け付ける。費用の負担は、国と

県である。

委 員 出費も多いと思うが、患者にとってはありがたい。

委 員 今年度の費用は、平成 27 年度でどのぐらいになるのか。

事務局 平成 27 年度の 4～11 月の間で 14 億円である。

委 員 Ｃ型肝炎の新薬にかかる費用か。

事務局 Ｃ型肝炎の治療には新薬もあるが、従来の治療法も含んだ全体の医療費である。

   ちなみに、平成 25 年度の 4～11 月では 3 億 4 千万円ほどである。

【保険料の負担軽減について】

委 員 平成 28 年度は全体的に保険料が大幅な増となっている。過去 3 年の保険給付費の

伸びを勘案しているとのことだが、できるだけ被保険者の負担を抑えるように努力

をお願いしたい。負担の軽減措置は行われているが、その負担はどの所得階層の負

担増につながっているのか。

事務局 所得階層で示すことが難しいため、モデル保険料を示している。年収 100 万円の



65 歳以上単身の年金収入世帯は 7 割軽減が該当し、最低額の保険料となる。このモ

デルで言えば、620 円の増となっている。この世帯に世帯員が増えれば、その分均等

割分が増える。なお、7 割軽減が国保の軽減世帯の半数を占めている。

委 員 平成 30 年から県単位化することになり、国からの 3,400 億円のうち、1,700 億円

は平成 27 年度から前倒しで措置されたが、残りはどうなっているのか。

事務局 国保改革の一環として、基盤強化のため、当初 3,400 億円規模ということであっ

たが、そのうち 1,700 億円を平成 27 年度から前倒しで措置がなされている。残りの

1,700 億円は全額国費で平成 30 年度から拡充される予定である。

委 員 その 1,700 億円の拡充は毎年ということではなかったのか。

事務局 毎年である。平成 27 年度は本市では法定繰入が約 17 億円増えた。平成 28 年度も

同規模で法定繰入が予算措置されている。

委 員 ならば、こんなに保険料が上がることはないのではないか。1,700 億円がどのよう

に生かされているのか。

事務局 平成 27 年度から 1,700 億円の公費の拡充がされている。5 ページの図で説明する

と、公費の拡充は、一般会計から法定繰入として特別会計に繰入れられる。平成 27
年度はこの額が 17 億増えたため、保険料に占める部分が減少した。平成 26 年度か

ら平成 27年度は大きく変動したが、平成 27年度から平成 28年度はほぼ変動がない。

委 員 法定繰入がほぼ変わらないのであれば、何故保険料がこんなに増えるのか。

委 員 平成 28 年度は繰入金がすごく増えている。一般会計繰入金について少し説明して

もらいたい。北九州市がどのぐらい負担し、その 17 億円がどこからどう入ってきて

いるのか。北九州市がこんなに負担していて大丈夫なのか。

事務局 一般会計繰入金は、市の一般会計から特別会計に繰入れている。法定繰入につい

ては、４分の３は国・県が負担しており、法定外の繰入は全額市の負担となってい

る。

委 員 平成 27 年度に比べ保険料がかなり上がるが、低所得者や子育て世帯への対策は何

か考えているのか。一般会計の繰入金は、平成 28 年度は約 163 億、平成 27 年度は

157 億と約 6 億増額となっている。平成 27 年度は前年度と比べ約 18 億増額してい

る。平成 26 年度は約 139 億円で前年度比が約 4 億増だった。

    平成 28 年度も平成 27 年度と同様に 18 億円の増にすれば、被保険者の負担は減る

のではないか。

事務局 平成 27 年度の繰入は前年度から約 18 億円増えているが、これは主に保険者支援

制度の拡充によって法定の繰入が増額になったものである。平成 28 年度は、その部

分は確保されている。6 億円の増加については、保険給付費の見込が増になり、その

分国・県支出金も増になり、保険料の負担を過度に重いものにならないよう従来か

ら行っている法定外の繰入も増えた。

    一般会計から繰入を入れれば、それだけ保険料が下がるが、市の財政状況も厳し



く、被用者保険の方からみれば、ご自身の保険料も負担しつつ、自分たちが納めた

税金が国保のために使われることになる。本市の被保険者一人あたりの繰入金は、

政令市の中でも高い水準を保ち、一方で保険料は低い水準を保っている。繰入金を

多く入れることが国保の被保険者にとっては良いことかもしれないが、国保の被保

険者以外で税金を負担している方への一定の配慮が必要である。そのため、従来か

ら一人あたりの保険給付費の伸び分を保険料に転嫁し、国・県支出金を除き、不足

する額を繰入れるという一定のルールでやってきたことを理解してもらいたい。

委 員 平成 27 年度と平成 28 年度の法定・法定外の内訳を知りたい。

事務局 平成 27 年度は総額で 157 億円、法定・法定外はともに約 78 億円。平成 28 年度

は総額が 163 億円、法定が約 78 億円、法定外が約 84 億である。

委 員 国が 1,700 億円を使えと言っているのであれば、遠慮せず使えばよいのではない

か。

事務局 平成 27 年度の法定の 78 億円の中には、国の 1,700 億円、本市でいうと約 18 億円

が含まれており、平成 28 年度の法定の 78 億円にも同様に入っている。国の 1,700
億円を入れ、さらに法定外繰入を 6 億円増額し、保険料の軽減を図っている。

委 員 平成 27 年度と平成 28 年度では 17 億円の使い道が違うということか。

事務局 平成 27 年度も平成 28 年度も同じである。

委 員 保険料軽減の改正によって、その分収入が少なくなるが、その影響はどのぐらい

と見込んでいるのか。

事務局 約 5 千万円と見込んでいる。軽減の判定所得基準額は国民健康保険法施行令に定

められており、今回の改正は各地方自治体の判断によるものではない。

委 員 全体の数字からみたらわずかである。経済が不安定な状況、マイナスの方向へ動

くだろうと盛んに言われる。国も低所得者対策と言うのであれば、もっと拡充でき

るのではないか。子育て世帯の支援も盛んに言っている。繰入を増額し、負担を減

らすようお願いする。

委 員 ここでは北九州市 100 万弱の市民のうち、国民健康保険に入っている方々の話を

しているが、市民の中には、北九州市に税金を払っていて、社会保険で国民健康保

険より随分高い保険料を払っている人もたくさんいることを忘れてはならない。社

会保険に入っていてたくさんの子供さんを育てている方もいる。そういったことも

考えれば、北九州市の中から国民健康保険だけに繰入を入れてというのは、個人的

には言いにくい。

事務局 国民健康保険料の負担軽減に関して委員お二方からご意見をいただいた。まさに

悩ましいところであり、国民健康保険を考えるときは、負担が過度になってはいけ

ない。一方では国民健康保険以外の市民の方の負担も考えなければならない。その

バランスをどうとるかで苦心し、年によって算定方法が変わらないよう、過去 3 ヵ

年の保険給付費の伸びを勘案することを保険料の算定をする際のルールとしてきた。



平成 28 年度は保険料が増えているが、平成 27 年度は 5 千円近く下げている。やは

り、保険給付費の伸びや国の支援等も勘案しながら、算定している。

会 長  本議題について、承認としてよろしいか。

委 員  （異議なし）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

報告１ 平成 28 度特定健診・特定保健指導について

報告２ 北九州市国民健康保険保健事業計画について

委 員 食生活改善推進協議会では、「私たちの健康は、私たちの手で」をテーマにしてお

り、八幡東区では平成 15 年から全会員が必ず特定健診を受けてきた。時間をかけて

やっていくことで、健康への関心が広がっていくことを実感している。かかりつけ

医と連携した受診勧奨はとてもよいと思う。受診率は 30％台で推移しているが、受

診者の年代別のデータはないか。

事務局 計画の 8 ページの図２に掲載している。70 代の次に 60 代の受診率が高く、ご指

摘のように、40 代・50 代については受診勧奨していく必要がある。若い世代から健

診を受診してもらい、もし悪いところがあれば早めに外来を受診し、重症化を予防

するという意味でも、健診を受診してもらいたい。

委 員 受診率が年々高まっている。どのように受診勧奨しているのか知りたい。また、

病院にかかると色々な検査をするが、特定健診の項目と重なる項目があれば、それ

で特定健診を受診したとカウントすることはできないのか。

事務局 受診率向上の取組みとしては、市政だよりなど一般的な広報とともに、地域のボ

ランティアの方の声かけが特に有効と考えている。そのおかげで受診率が向上して

いるといえる。引き続きご協力をお願いする。ハガキや電話による受診勧奨も行っ

ており、これらの取組みによって政令市で 3 位の受診率となった。

    病院にかかっているため、特定健診を受診していないという方もいるが、生活習

慣病で治療中でもコントロール不良のこともあり、関与させてもらうことで、薬を

定期的に飲んでもらうことなどの指導もできる。かかりつけ医の先生方とタイアッ

プして取り組んでいきたい。

委 員 受診率向上に向けての取組みについて、北九州市は市民センターを中心とした健

康づくり委員会がどの地域にもあり、地域の内科・歯科医、自治会役員など約 30 名

が毎月 1 回会合をするほか、広報車で受診の呼びかけをしている。地域ボランティ

アによる働きかけの中に、この健康づくり委員会を入れてもらうと、地域もより活

動しやすくなると思う。

委 員 特定健診ではないが、私の知人が大腸がん健診を受診して助かった。このような

事例を知らせていくこともよい方法ではないか。



特定健診の受診率が低いのは、保険料はどうにか支払っても、病気が見つかり、

通院や入院の費用が嵩むことを恐れているのが実態ではないか。早期発見、早期治

療という建前はあるが、国保の市民生活の実態と合っていない。健診を実施するこ

とはよいが、国保はできる限り低額にしてほしい。病気が見つかっても、病院にか

かりやすい、フォローしやすいような体制を考えてもらいたい。



平成２７年度 第２回 

北九州市国民健康保険運営協議会

（議題） 

１ 会長・副会長の選出について 

２ 平成２８年度 国民健康保険事業の運営について     

（報告） 

１ 平成２８年度 特定健康診査･特定保健指導について 

２ 北九州市国民健康保険保健事業計画について 

日 時  平成２８年２月１０日（水） １４時００分～ 

場 所  リーガロイヤルホテル小倉３階 クリスタル 








































